
tel：03－3433－6727   e-mail：info@comune.or.jp

東京都港区東新橋2－9－5パラッツォ・マレーア2F

特定非営利活動法人 コムーネ汐留

街並み景観ガイドラインの閲覧、景観まちづくりに関する

問合せ、建物の新築・改修、広告看板の設置については、

こちらまでお願いします。

■問合せ先

完成

合意書の内容に変更が生じた場合、協議をお願い

します。 

着工

合意がないまま建築等行為を進める場合、街並み

デザイナーの助言の下、東京都知事が必要な指

導・助言を行うことになります。 

建築確認申請、屋外広告物許可申請等

協議終了にあたっては、合意書を

コムーネ汐留より発行します

デザイン調整会議の開催に

よるデザイン協議

日常的な景観づくり

屋外広告物、１F店舗の変更、

工事用仮囲い等の設置、

公共施設を使用する場合

製作図、イメージ写真を元に協議

を行います

Ⅱ都市の財産となる　
街並み景観づくり　

建物を建築・改修する場合

建物用途を変更する場合

計画案のコンセプトや内容、パー

スなどを元に協議を行います

Ⅰ

代表理事　　　宮原 和矢

●まちづくり団体：NPO法人 コムーネ汐留

アーバンデザインスタジオLLC 代表

都市デザイナー・東京電機大学教授

●街並みデザイナー：土田　寛

　イタリア街で建物を建てたり広告看板を設置するなど、街並みについて変更される

場合には、事前に街並みデザイナー及びまちづくり団体との協議をお願いしていま

す。協議後に発行される「合意書」をもって行政等関係機関への手続き(建築確認申

請、屋外広告物許可申請等)を行ってください。規模によっては、この他に協議が必要

な場合もありますので、詳細についてはお問合せください。

　また、道路・公園等の公共施設についても、協議の対象となります。

■該当行為と協議フロー
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汐留

汐留南

東新橋一丁目
（日比谷神社前）

東新橋
二丁目

東京ツインパークス
Tokyo Twin Parks

区立イタリア公園
Italian Garden

ホテル ヴィラフォンテーヌ汐留

汐留住友ビル
Shiodome Sumitomo Bldg.

Hotel Villa Fontaine Shiodome

汐留メディアタワー

共同通信

パークホテル東京

ニュースアート

Park Hotel Tokyo

News Art

Kyodo News

Shiodome Media Tower

NBFコモディオ汐留
NBF Comodio Shiodome

Mitsui Garden Hotel
 Shiodome Itaria-gai

三井ガーデンホテル
 汐留イタリア街

サンマリーノ汐留

Momento Shiodome

モメント シオドメ

グラディート汐留

汐留サーノ保育園

住友東新橋ビル
　２号館 Shiba Fire Station

芝消防署

WINS SHIODOME

ルネ パルティーレ汐留

ウインズ汐留

ピアネッタ
汐留 パラッツォ

シエナ

東京茶業会館

パラッツォ
アステック

⑨ パラッツォ フォレスタ　⑨ パラッツォ フォレスタ　⑨ パラッツォ フォレスタ　

⑧ カーザ ベルソーレ⑧ カーザ ベルソーレ⑧ カーザ ベルソーレ

⑦ サークルズ汐留⑦ サークルズ汐留⑦ サークルズ汐留

⑥ YAHATA汐留ビル⑥ YAHATA汐留ビル⑥ YAHATA汐留ビル

⑤ 汐留ファースト⑤ 汐留ファースト⑤ 汐留ファースト

④ パラッツォ マレーア④ パラッツォ マレーア④ パラッツォ マレーア

③ ヴィア　パルコ③ ヴィア　パルコ③ ヴィア　パルコ

② ラ・ピアッツォーラ

① パラッツォ　ジーラソーレ

①

②

③
④

⑤
⑥

⑦

⑧

⑨

ルーシスビル

富士ソフト
    汐留

ANNEXビル

富士ソフト汐留ビル

ルオーゴ汐留 

エディフィチオ
トーコー 

ユニト汐留

汐留プリプラビル

イタリア街広場

(区立汐留西公園)

対象区域

１．まちづくりの基本的な考え
方とガイドラインの主旨

２．ゾーニングと都市機能
３．公共空間と準公共空間のデ

ザイン
４．建物デザイン
５．屋外広告物や仮設的工作物

に関するデザイン
６．公共空間の使用ルール
７．協議調整の仕組み

街並み景観ガイドライン景観づくりの目標

西欧の香りが漂う

魅力的な

街並み景観の形成

　５区イタリア街は、2005年３月に「東京のしゃれた街並みづくり推進条例」の

「街並み景観重点地区」に指定され、2008年６月に「汐留シオサイト５区イタリア

街（汐留西地区）街並み景観ガイドライン」が東京都より承認されました。

　イタリア街では、このガイドラインに沿って、街並みの維持向上に努め、個性と

活力のある街をつくっています。

■景観まちづくりの目標と対象区域
東京のしゃれた街並みづくり推進条例に基づく

景観まちづくりのご案内

汐留イタリア街の景観まちづくり
シオサイト５区
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